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 ４.今後の見通し 

現時点で当期の業績見通しに変更はございません。 

なお、控訴理由書を受領していないため、控訴に係る詳しい理由は不明ですが、当

社では第一審と同様、控訴人が請求する連帯保証金および損害賠償金を支払う義務は

全くないとの主張のもと法廷の場にて適切に対応して参ります。 
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